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電力・ガス・食料品などの価格高騰に
対する支援を行っています

【���問い合わせ】
��新館地域福祉課（☎41-
3572、41-3575）

　市では、電力・ガス・食料品などの物価高騰の影響を受けている低所得者世帯や子育て

世帯の負担を軽減するため、国の制度を活用した給付金を給付しています。給付を受け

るためには、確認書や申請書の提出が必要ですので、期限までに提出をお願いします。

子育て世帯生活支援特別給付金　～児童１人当たり５万円を給付～

＊�申請様式など詳しくは、市
ホームページに掲載してい
ます

■�対象　令和５年度の住民税均等割のみ課

税されている子育て世帯

■�対象　６月１日時点で本市の住民基本台

帳に登録されていて、令和５年度の住民

税均等割のみ課税されている世帯など

■給付額　１世帯当たり３万円

■申請期限　令和５年10月31日（火）

価格高騰緊急支援給付金　～１世帯当たり３万円を給付～

対象の詳細 申請方法

対象者が、令和４年度に住民税均等割のみ課税世帯を対象に実
施した「低所得者等物価高騰対策緊急支援金」の給付を受けた人
と同じ場合

７月下旬に市から「確認書」を送付しますの
で、必要事項を記入の上、提出してください

対象者が、上記支援金の給付を受けた人と異なる場合または令
和５年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯

７月下旬から順次「申請書」を送付しますの
で、必要書類を添付の上、提出してください

令和５年１月２日以降に世帯全員が花巻市へ転入した世帯など
（※課税状況の分かる書類などの提出が必要です）

申請が必要です。申請様式など
詳しくは、市ホームページに掲
載しています

■対象ごとの申請方法

※�住民税非課税世帯に対する給付はすでに実施中です。詳しくは広報はなまき６月15日号をご覧
ください

■給付額　児童１人当たり５万円

■申請期限　令和６年２月29日（木）

■対象ごとの申請方法

対象の詳細 申請 申請方法、支給予定日など

花巻市から令和５年５月分の児童手当を受給して
いる人

不要 ８月中旬から順次支給します

職業が公務員で、所属庁から令和５年５月分の児
童手当を受給している人

必要
（＊）

７月下旬から申請書受付開始予定です。申請内容
を確認後に支給します

平成17年４月２日から平成20年４月１日生まれま
での高校生などを養育している人

必要
（＊）

７月下旬から申請書受付開始予定です。申請内容
を確認後に支給します

※�住民税非課税世帯およびひとり親世帯に対
する給付はすでに実施中です。詳しくは広
報はなまき６月15日号をご覧ください

アイコンの説明： お知らせ、 学び、 催し、 保健、 募集

■基本となる省エネメニュー

エアコン

◦�室温28度を目安に、体調に無理のない範囲

で室内温度を調整する

※�冷房の設定温度と室温は必ずしも一致するわ

けではありません。また、室内でも熱中症に

かかる場合がありますので、状況に応じて設

定温度を下げるなど調整してください

　夏は電気の使用が増

える季節です。

　一般的な家庭での夏

の午後７時ごろの電気

使用割合は、エアコン・

照明器具・冷蔵庫で約

６割を占めています。

これらの家電を中心

に、効率よく節電しま

しょう。

今年の夏も！

家庭でできる省エネ

◦�扇風機を併用する。室内の空気を循環させ

てむらなく涼しくする

◦目詰まりしたフィルターを清掃する

◦�カーテンなどで室内に直射日光による熱が

入るのを防ぐ

照明

◦使っていない部屋の電気を消す
＊ 経済産業省「夏季の省エネ・節
電メニュー ご家庭の皆様」（令
和５年６月発行）をもとに作成

【問い合わせ】

 本館生活環境課（緯41-3543）

エアコン
38.3㌫

照明
14.9㌫

その他
15.7㌫

冷蔵庫
12.0㌫

給湯
3.1㌫

テレビ・ＤＶＤ
8.2㌫

炊事
7.8㌫

夏の午後７時ごろの電気
使用割合

◦�白熱電球から、電球型蛍光ラ

ンプや電球形ＬＥＤランプに

交換する

冷蔵庫

◦�熱い物は冷ましてから保存する

◦�冷蔵庫内を整理し、食品

を詰め込みすぎないよう

にする

◦�冷蔵庫内の温度設定を適

切に設定する
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●本

戦没者追悼・平和祈念式を開催します

　市は、戦争の犠牲者を悼み、平和への誓いを

新たにするため、花巻空襲のあった８月10日に

戦没者追悼・平和祈念式を行います。式典終了

後は、午後５時まで自由に献花することができ

ます。

■日時　８月10日（木）、午前10時～10時45分

■会場　日居城野運動公園中央広場

【問い合わせ】 

 新館地域福祉課（☎41-3572）、各総合支所  

 健康福祉係（大迫☎41-3127、石鳥谷☎41-

 3447、東和☎41-6517）

■関連行事

追悼サイレンの吹鳴

　正午に１分間の黙とうをささげましょう。

◦８月10日（木）…花巻空襲戦災の日

◦８月15日（火）…終戦記念日

戦没者追悼・平和祈念式の写真などの展示

　式典当日の写真や、花巻空襲を撮影した航空

写真パネルを展示します。

◦期間…８月10日（木）～15日（火）

◦�会場…ぷらっと花巻（イトーヨーカドー花巻

店２階）

※�車で来場する場合は、上図の第１～３駐車場をご
利用ください。第３駐車場から会場まではシャト
ルバスを運行します


